
◎道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 
（平成一八年一二月二〇日法律第一一六号）   

一、提案理由（平成一八年六月一四日・衆議院内閣委員会） 

○与謝野国務大臣 このたび政府から提出いたしました道州制特別区域における広域行

政の推進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 

 市町村の合併の進展による市町村の区域の広域化、経済社会生活圏の広域化、少子高

齢化等の経済社会情勢の変化に伴い、北海道地方または自然、経済、社会、文化等にお

いて密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方における広域にわたる施策

に関する行政、すなわち広域行政を推進することが重要となっております。 

 広域行政を推進する上では、現行の都道府県制度を前提としつつも、このような地域

的要件を満たす特定広域団体が、国との適切な役割分担及び密接な連携のもとに自主的

かつ自立的な取り組みを行い、国はこのような取り組みを総合的かつ効果的に推進する

必要があります。 

 この法律案は、このような状況にかんがみ、将来の道州制導入の検討に資するため、

特定広域団体の区域を道州制特別区域として設定し、当該区域において広域行政を推進

することにより、地方分権の推進や行政の効率化、北海道地方その他の各地方の自立的

発展に寄与しようとするものであります。 

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 

 第一に、政府は、広域行政の推進に関する基本的な方針である道州制特別区域基本方

針を閣議決定により定めるものとしております。 

 第二に、広域行政を実施する特定広域団体が、内閣総理大臣に対し、道州制特別区域

基本方針の変更についての提案をすることができることとしております。 

 第三に、特定広域団体による道州制特別区域計画の作成、道州制特別区域計画に基づ

く法令の特例措置や工事または事業に充てられる交付金の交付等の特別の措置を講ずる

こととしております。 

 第四に、広域行政の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、

内閣総理大臣を本部長とする道州制特別区域推進本部を設置することとしております。 

 第五に、平成二十七年度において、広域行政の推進に関する制度について検討を行い、

その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し上げ

ます。 

二、衆議院内閣委員長報告（平成一八年一一月二八日） 

○河本三郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、将来の道州制導入の検討に資するため、道州制特別区域を設定し、広域行政



を推進しようとするものであります。 

 その概要は、道州制特別区域基本方針の閣議決定、道州制特別区域計画の作成、交付

金等の特別の措置及び内閣総理大臣を本部長とする道州制特別区域推進本部の設置等に

ついて定めることとしております。 

 本案は、さきの第百六十四回国会に提出及び付託され、政府から提案理由の説明を聴

取した後、継続審査となっていたものであります。 

 今国会においては、十一月一日から質疑に入り、参考人からの意見聴取やいわゆる地

方公聴会を行うなど慎重に審査を行い、去る二十二日に質疑を終局いたしました。質疑

終局後、直ちに討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案の

とおり可決すべきものと決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院内閣委員長報告（平成一八年一二月一三日） 

○藤原正司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、市町村の合併の進展による市町村の区域の広域化、経済社会生活圏の広

域化、少子高齢化等の経済社会情勢の変化に伴い、広域にわたる行政の重要性が増大し

ていることにかんがみ、道州制特別区域の設定、道州制特別区域における広域行政の推

進についての基本理念、道州制特別区域基本方針の策定、道州制特別区域計画の作成及

びこれに基づく特別の措置、道州制特別区域推進本部の設置等について定めようとする

ものであります。 

 委員会におきましては、佐田国務大臣、林内閣府副大臣等に対して質疑を行い、また、

七名の参考人から意見を聴取いたしました。 

 委員会における主な質疑の内容は、本法律案と道州制及び地方分権改革推進法との関

係、憲法九十五条による住民投票実施の必要性、北海道に道州制特別区域制度を導入す

る意義、本法律案により特定広域団体に移譲される事務事業の内容、事業移譲に際して

の人件費等に係る交付金の内訳、道州制特別区域推進本部の会議への北海道知事等の参

画、道州制特区制度の一般道民及び国民への広報の必要性等でありますが、その詳細は

会議録によって御承知願います。 

 昨日、質疑を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


